
平成 4年度　　333

【平成 4年度】

8-112　平成 4年度の財政事情 （単位：億円）
3年度 4年度

備　　　考
〔予　算〕 2’→ 3’ 3’→ 4’

（歳入） －α －α
税 収

税 外 収 入

Ｎ Ｔ Ｔ

公 債 金

617,720

19,324

13,000

53,430

37,680

5,928

0

▲2,502

650,300

17,200

0

48,900
－α

32,600

▲2,200

▲13,000

▲4,500
－α

（中期展望）

中期展望

中期展望

中期展望

計 703,474 41,106 716,400 12,900
（歳出）
国 債 金

地方交付税

Ｎ Ｔ Ｔ

一 般 歳 出
　経常部門
　投資部門

160,360

159,749

13,000

370,365
292,890
77,475

17,474

6,998

0

16,634
11,791
4,843

175,500
－β

183,800

13,000
＋γ

389,600

－β＋γ

15,100
－β

24,000

0
＋γ

19,200

－β＋γ

概算要求額（うち 2年度剰余金9,984）

概算要求額

概算要求額　　　

概算要求額
（注 ）γ：このほか概算要求に含まれていない給与、年

金・共済、恩給に係る追加分等が4,000億円程度。

計 703,474 41,106 761,800 58,300

要 調 整 額 ――― ＋α－β＋γ
45,400

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2回）　平成 3年 9月19日配付資料⑹「最近の財政事情等につ
いて　平成 3 年 9 月19日　大蔵省主計局」6.（財政制度審議会「平成 3 年度　財政制度
審議会資料集　総会編」35ページ）｡



8-
11
3　
財
政
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
調

経
済
情
勢
（
国
内
）

平
成
3
年
4
～
6
月
期
ＱＥ

（
季
調
済
前
期
比
実
質
伸
率
）

国
民
総
支
出
 

0.5
％

内
需
 

1.0
％

民
間
需
要
 

0.8
％

民
間
住
宅
投
資
 

▲
6.7
％

民
間
企
業
設
備
 

▲
0.0
％

公
的
需
要
 

2.0
％

月
例
経
済
報
告
（
平
成
3
年
9
月
）

○
　
我
が
国
経
済
に
つ
い
て
は
、
住
宅
投

資
が
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
設
備
投
資

は
鈍
化
し
つ
つ
も
基
調
は
強
く
、
個
人

消
費
は
堅
調
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
収

益
は
依
然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
り
、

労
働
力
需
給
は
引
き
締
ま
り
基
調
で

推
移
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
我
が
国

経
済
は
緩
や
か
に
減
速
し
な
が
ら
も
、

引
き
続
き
拡
大
し
て
い
る
。

○
　
こ
の
景
気
の
減
速
基
調
が
一
過
性
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
重
要
。
先
行
指

標
が
減
少
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
伸
び
の
低
さ
等
を
考
え
る
と
、
景
気
の
先
行

き
に
は
そ
れ
ほ
ど
楽
観
的
に
は
な
れ
な
い
。

○
　
4
～
6
月
期
の
Ｇ
ＮＰ
速
報
で
、
設
備
投
資
が
わ
ず
か
と
は
い
え
マ
イ
ナ
ス

に
転
じ
た
こ
と
は
、
今
後
大
き
な
不
安
要
素
。
7
～
9
月
期
以
降
も
設
備
投
資

の
回
復
は
見
込
み
に
く
い
。

○
　
プ
ラ
ス
要
因
と
し
て
は
、
地
価
が
底
値
圏
に
入
っ
た
こ
と
で
住
宅
投
資
が
回

復
に
向
か
う
兆
し
が
で
て
い
る
こ
と
、
公
共
投
資
も
、
国
、
地
方
の
予
算
と
も

高
い
伸
び
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
景
気
を
下
支
え
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
物
価

の
落
ち
着
き
は
消
費
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
要
因
。

○
　
91
年
度
全
体
の
成
長
率
に
つ
い
て
は
、
仮
に
7
～
9
月
期
以
降
が
横
這
い
だ

と
し
て
も
、
3.1
％
程
度
と
な
り
、
政
府
見
通
し
の
3.8
％
の
成
長
を
達
成
す
る

可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

経
済
情
勢
（
海
外
）

ＯＥ
ＣＤ
に
よ
る
経
済
見
通
し

 
（
19
91
年
7
月
）

実
質
経
済
成
長
率
 

（
暦
年
，
％
）

19
90

19
91

19
92

日
本

5.6
3.5

3.5
ア
メ
リ
カ

0.9
▲
0.2

3.1
ド
イ
ツ

4.5
2.8

2.2
フ
ラ
ン
ス

2.8
1.4

2.7
イ
ギ
リ
ス

0.6
▲
1.8

1.6
O
EC
D
　
計

2.6
1.1

2.9

月
例
経
済
報
告
（
平
成
3
年
9
月
）

○
　
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
住
宅
投
資
、
生

産
の
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
る
な
ど
、

緩
や
か
な
景
気
回
復
の
様
相
が
現
れ

て
き
て
い
る
。

○
　
ド
イ
ツ
で
は
、
景
気
は
拡
大
し
て
い

る
も
の
の
、
こ
の
と
こ
ろ
減
速
の
兆
し

が
み
ら
れ
る
。

○
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
景
気
が
緩
や
か
に

拡
大
し
て
い
る
。

○
　
イ
ギ
リ
ス
で
は
景
気
後
退
を
続
け

て
い
る
が
、
一
部
の
指
標
で
は
底
打
ち

の
兆
し
も
見
受
け
ら
れ
る
。

○
　
日
、
米
、
独
と
も
そ
れ
ぞ
れ
重
い
経
済
的
課
題
を
背
負
っ
て
お
り
、
国
際
協

調
の
進
め
方
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
国
が
同
じ
方
向
を
向
く
こ

と
だ
け
が
国
際
協
調
で
は
な
く
、
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
の
克
服
に
全
力
を

あ
げ
る
こ
と
も
広
い
意
味
の
国
際
協
調
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

○
　
米
国
は
今
年
3
回
目
の
公
定
歩
合
引
き
下
げ
を
行
っ
た
が
、
今
回
の
引
き
下

げ
は
底
入
れ
後
も
予
想
以
上
に
足
取
り
が
重
い
景
気
回
復
の
力
を
強
め
る
適
切

な
措
置
で
あ
る
。

334　　Ⅲ　予算



平成 4年度　　335
財
政
政
策
の
あ
り
方

新
中
期
目
標

（
平
成
2
年
3
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
中
期
的
財
政
運
営
の
新
し
い
努
力
目
標
と
し
て
は
、
ま
ず

公
債
依
存
度
の
引
下
げ
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
特
例
公
債
の
早

期
償
還
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
債
残
高
が
累
増
し
な
い

よ
う
な
財
政
体
質
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ

る
。 公
債
依
存
度
の
具
体
的
水
準

 
5
％
を
下
回
る
水
準
が
一
つ
の
目
処

○
　
財
政
の
規
模
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
と
し
て
は
、
Ｇ
ＮＰ
あ
る
い
は
国
民
所
得
に
対
す
る

比
率
で
財
政
規
模
の
枠
を
設
定
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
は
有
効
。
そ
の
際
、
国
民
負
担
率
を

50
％
よ
り
は
か
な
り
低
い
水
準
に
止
め
る
、
と
い
う
臨
調
答
申
の
考
え
は
今
後
も
い
か
さ
れ
る

べ
き
。

○
　
国
民
負
担
率
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
の
議
論
を
す
べ
き
。

○
　
43
0兆
円
の
公
共
投
資
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
負
担
で
実
行
す
る
の
か
議
論
が
必
要
。

○
　
我
が
国
の
財
政
政
策
が
外
国
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
。

○
　
日
本
が
世
界
経
済
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
の
第
1
は
日
本
経
済
の
安
定
運
営
。

○
　
財
源
の
確
保
に
留
意
し
な
が
ら
、
社
会
資
本
、
社
会
保
障
等
の
長
期
的
資
源
配
分
の
あ
り
方

を
思
い
切
っ
て
見
直
し
、
財
政
が
相
応
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
。

4
年
度
予
算
編
成

平
成
4
年
度
予
算
編
成
に
関
す
る
所
見
（
会
長
談
話
）

平
成
3
年
7
月

○
　
平
成
4
年
度
予
算
は
、
新
中
期
目
標
の
下
で
の
2
年
目
の

予
算
編
成
で
あ
り
、
歳
出
全
般
に
わ
た
る
制
度
・
施
策
の
徹

底
し
た
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
公
債
発
行
額
を
極
力

縮
減
し
、
公
債
依
存
度
の
引
下
げ
に
最
大
限
の
努
力
を
払
う

べ
き
で
あ
る
。

○
　
平
成
4
年
度
の
概
算
要
求
基
準
に
つ
い
て
は
、
基
本
と
し

て
、
こ
れ
を
緩
め
う
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
。
た
だ
、
本

格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
21
世
紀
を
見
据
え
、
引
き

続
き
社
会
資
本
の
整
備
、
特
に
生
活
関
連
分
野
の
充
実
を
は

じ
め
と
し
て
、「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
等
の
着
実
な
実
施
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
配
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
　
こ
れ
ま
で
の
10
年
間
、
各
省
の
予
算
が
一
律
に
抑
制
さ
れ
て
き
た
結
果
、
予
算
と
現
場
の
需

要
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。

○
　
単
に
予
算
項
目
の
査
定
だ
け
で
は
な
く
、
国
と
地
方
と
の
関
係
、
国
、
地
方
自
治
体
と
民
間

と
の
関
係
な
ど
も
総
合
的
に
見
直
し
、
権
限
や
予
算
配
分
の
再
検
討
、
規
制
緩
和
の
推
進
な
ど

も
含
め
、
予
算
編
成
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
。

○
　
社
会
資
本
整
備
の
た
め
な
ら
国
債
発
行
の
増
額
も
や
む
な
し
、
と
す
る
空
気
が
強
ま
っ
て
い

る
が
、
財
政
の
節
度
あ
る
運
営
を
守
る
た
め
、
極
力
一
般
歳
出
の
伸
び
を
抑
え
る
べ
き
。

○
　
単
に
対
前
年
伸
率
で
議
論
す
る
の
で
な
く
、
全
体
の
な
か
で
の
適
正
な
配
分
を
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

○
　
早
急
に
必
要
な
の
は
、
硬
直
化
し
た
公
共
事
業
の
省
庁
別
、
分
野
別
の
シ
ェ
ア
配
分
の
見
直

し
。
今
年
度
の
生
活
関
連
枠
も
各
省
庁
の
予
算
分
捕
り
合
戦
の
エ
リ
ア
を
広
げ
た
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、
公
共
投
資
充
実
臨
時
特
別
措
置
に
つ
い
て
も
従
来
の
シ
ェ
ア
の
な
か
で
配
分
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。



社
会
保
障
関
係 〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
国
民
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、

給
付
と
負
担
の
適
正
化
・
公
平
化
等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
も
長
期
的
に
安
定
的
か
つ

有
効
に
機
能
す
る
よ
う
制
度
を
構
築
し
運
営
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

・
3
年
度
社
会
保
障
関
係
費
 

12
2,1
22
億
円
（
5.1
％
増
）

・
 高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
10
カ
年
戦
略
（
平
成
2
年
度
～
11
年

度
）
の
着
実
な
推
進

○
　
年
金
改
革
の
重
要
課
題
は
給
付
の
抑
制
と
全
て
の
世
代
か
ら
の
財
源
調
達
の
方
法
を
講
じ
る

こ
と
。

○
　
国
民
年
金
の
65
才
支
給
開
始
を
導
入
す
る
と
、
受
益
面
で
実
施
前
後
の
世
代
に
著
し
い
格
差

が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
、
将
来
の
保
険
料
負
担
を
軽
減
し
、
不
足
財
源
は
国
庫
負
担
で
補
う
こ

と
で
是
正
で
き
る
。
国
庫
負
担
の
引
き
上
げ
に
対
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
勤
労
所
得
か
ら
す

べ
て
の
世
代
に
負
担
を
求
め
る
消
費
・
資
産
性
所
得
へ
の
負
担
の
シ
フ
ト
を
進
め
る
等
税
制
を

含
め
た
見
直
し
が
必
要
。

○
　
こ
れ
か
ら
は
、
寝
た
き
り
老
人
や
痴
呆
老
人
の
介
護
に
要
す
る
費
用
等
が
増
加
し
て
い
く
の

は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
社
会
保
障
費
用
の
9
割
を
占
め
る
年
金
と
医
療
に
か
か
る
費
用

を
削
減
す
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
一
律
に
削
減
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。

社
会
資
本
関
係 〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
が
到
来
す
る
21
世
紀
を
見
据
え
、

中
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
適
度
な
水
準
を
確
保
し
な
が
ら
着

実
に
社
会
資
本
整
備
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。
公
共
事
業
の
事
業
別
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
・

社
会
の
動
向
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
、
社
会
資
本
の
整
備
状
況
等

を
踏
ま
え
、
そ
の
優
先
度
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
、
重
点
的
・

効
率
的
な
配
分
に
配
意
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

・
3
年
度
公
共
事
業
関
係
費
 

78
,19
7億
円
（
5.0
％
増
）

・
 公
共
投
資
基
本
計
画
（
平
成
3
年
度
～
12
年
度
、
公
共
投
資

総
額
43
0兆
円
）
の
着
実
な
推
進

○
　
長
期
的
な
資
源
配
分
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
①
治
山
、
治
水
等
狭
義
の
国
土
基
盤
整
備
、
②

住
宅
、
福
祉
等
狭
義
の
生
活
基
盤
投
資
、
③
交
通
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
広
義
の
産
業
基
盤

投
資
が
必
要
。
こ
れ
ら
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
単
に
公
共
投
資
額
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
都
市
計
画
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

○
　
公
共
投
資
の
財
源
の
問
題
に
関
し
て
は
、
将
来
の
高
齢
化
の
問
題
に
も
考
慮
し
、
具
体
的
に

は
、
現
在
世
代
が
相
応
の
租
税
を
負
担
し
、（
公
債
ば
か
り
に
依
存
せ
ず
に
）
社
会
資
本
整
備

に
努
め
、
そ
れ
を
将
来
に
残
し
、
そ
の
変
わ
り
に
、
若
干
の
部
分
は
賦
課
方
式
に
よ
る
将
来
世

代
の
負
担
に
依
存
し
た
老
後
保
障
を
考
え
る
、
と
い
う
組
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
。

○
　
長
期
的
課
題
と
し
て
は
社
会
資
本
整
備
は
必
要
だ
が
、
借
金
を
し
て
ま
で
公
共
投
資
を
拡
大

す
る
べ
き
で
は
な
い
。

○
　
今
後
の
公
共
投
資
は
、
単
な
る
量
的
拡
大
で
は
な
く
、
森
林
や
景
観
、
町
並
み
、
文
化
財
と

い
っ
た
自
然
資
本
や
文
化
資
本
の
保
全
と
両
立
し
、
協
調
す
る
形
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

○
　
90
年
代
の
公
共
投
資
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
生
活
の
質
を
高
め
る
よ
う
な
も
の
を
重
視
す

べ
き
。
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防
衛
、
経
済
協
力
等

（
防
衛
関
連
）

〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
今
回
策
定
さ
れ
た
「
中
期
防
衛
力
整
備
計

画
（
平
成
3
年
度
～
平
成
7
年
度
）」
に

沿
っ
て
効
率
的
で
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備

を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

考
え
方
の
下
、
各
年
度
の
予
算
の
編
成
に
お

い
て
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
・
財
政
事
情
を

勘
案
し
、
国
の
他
の
諸
施
策
と
の
調
和
を
図

り
つ
つ
、
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

・
 3
年
度
防
衛
関
係
費
 

 
 

43
,86
0億
円
（
5.4
5％
増
）

・
 中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
3
年
度

～
7
年
度
）
に
沿
っ
た
防
衛
力
の
整
備

（
政
府
開
発
援
助
関
連
）

〔
歳
出
の
節
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
〕

（
平
成
2
年
12
月
・
財
政
制
度
審
議
会
）

○
　
政
府
開
発
援
助
予
算
に
つ
い
て
は
、
第
4

次
中
期
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
、
他
の
経
費
と

の
バ
ラ
ン
ス
に
も
十
分
配
意
す
る
と
と
も

に
、
効
果
的
・
効
率
的
な
援
助
と
す
る
た
め
、

適
切
な
評
価
や
そ
の
内
容
の
一
層
の
改
善
に

努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

・
3
年
度
経
済
協
力
費
 

 
 

8,4
59
億
円
（
7.8
％
増
）

・
 第
4
次
中
期
目
標
（
昭
和
63
年
度
～
平

成
4
年
度
）
の
着
実
な
推
進

○
　
新
中
期
防
は
、
伸
率
が
低
く
抑
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
過
去
5
年
に
比
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
防
衛

費
が
増
え
続
け
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
抑
制
の

影
に
隠
れ
て
装
備
も
超
近
代
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り

他
国
か
ら
軍
事
大
国
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。

○
　
新
中
期
防
で
防
衛
費
の
年
平
均
伸
率
が
実
質
3
％
に
抑
え

ら
れ
た
の
は
、
東
西
緊
張
の
緩
和
が
進
ん
で
い
る
現
在
、
正

し
い
選
択
で
あ
る
。

○
　
我
が
国
の
対
外
援
助
は
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
さ
ぼ
っ
て
き

た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ

れ
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
き
て
お
り
、
援
助
の
方
針
の
変
更

は
必
要
な
い
。

○
　
今
後
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
施
設
や
機
材
の

引
渡
し
後
の
相
手
国
の
運
営
体
制
に
つ
い
て
事
前
の
分
析
を

行
う
と
い
っ
た
キ
メ
細
か
い
対
応
が
要
求
さ
れ
る
と
と
も

に
、
援
助
専
門
家
の
育
成
や
現
地
体
制
の
整
備
等
、
援
助
実

施
体
制
の
拡
充
が
急
務
。

○
　
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
金
を
た
だ
出
す
の
で
な
く
、
相
手

国
の
人
材
教
育
や
政
治
体
制
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
よ
う
な

援
助
に
重
点
を
置
く
べ
き
。

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
第
一
特
別
部
会
（
第
1
回
）
平
成
3
年
10
月
9
日
配
付
資
料
⑹
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
3
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　

第
一
特
別
部
会
編
」
26
-2
9ペ
ー
ジ
）｡



8-114　平成 4年度財政事情の概略試算
（単位：億円）

3年度予算 4年度 備　　　考（当初） 2’→ 3’ 3’→ 4’
（歳入）

税 収 617,720 37,680
±α

618,000
±α
0 ・現段階での概算

・可能な限り確保に努める必要があるが、
自ら限界がある
・ＮＴＴ-Ａ、ＣタイプにつきＮＴＴ売却財源
を充当
・公債金は限度一杯の発行を行わざるを得
ない

税 外 収 入 19,324 5,928 19,000 0

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 3,000 ▲10,000

公 債 金 53,430 ▲2,502 72,000 19,000

計 703,474 41,106
±α

712,000
±α
9,000

（歳出）

国 債 費 160,360 17,474 165,500 5,500 ・概算要求額（175,463）－2年度剰余金（9,984）

・上記の税収を基礎に概算

・概算要求額  
（注 ）実質要求額は、393,600（＋23,200）

程度である

地方交付税 159,749 6,998
±β

166,000
±β
6,500

一 般 歳 出 370,365 16,634 389,500 19,000

Ｎ Ｔ Ｔ 13,000 0 13,000 0

計 703,474 41,106
±β

734,000
±β

31,000

要 調 整 額 ― ∓α±β
22,000

（出所 ）財政制度審議会第一特別部会（第 9回）（懇談会）　平成 3年12月 6 日配付資料⑵（財
政制度審議会「平成 3年度　財政制度審議会資料集　第一特別部会編」368ページ）｡

8-115　「歳出の節減合理化の方策に関する報告」の平成 4年度予算における主な措置状況
平成 4年 1月24日　大蔵省主計局

報告指摘事項 措置状況
1．社会保障
⑴　医療費の適正化
・　レセプト点検の強化、指導監督の徹底など従来か
らの施策を更に推進するほか、長期入院の是正、検
査の適正化等を推進するとともに、診療報酬の合理
化、薬価基準の適正化を図る。

・　指導監督、レセプトの点検及び審査、医療費通知
等従来ベースの対策の充実・強化。
・　長期入院の適正化等老人医療費の適正化。
・　国保連合会等における審査体制の強化。
・　支払基金における重点審査の拡充。

・　急増を続ける老人医療費に対しては、適正な自己
負担やいわゆる社会的入院の是正等を内容とする診
療報酬支払方式面での対応により、医療費の無駄を
省くとともに、「高齢者保健福祉推進10か年戦略」
の着実な実施等により、医療に偏らない健康づくり
や在宅福祉などの総合的な施策を進めることが重要。

・　老人保健法の改正により、老人医療の一部負担金
の引上げを実施済。
 現行 4年1月1日～4年度 5・6 年度
外来 800円/月 900円/月 1,000円/月
入院 400円/日 600円/日 700円/日
（注 1  ）ただし、低所得者の入院については、 1日 

300円（ 2か月限度）を現行通り据置き。
（注 2  ）一部負担金の額については、 7年度から消

費者物価の変動率に応じて改定する。
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報告指摘事項 措置状況
・　「高齢者保健福祉推進10か年戦略」の着実な推進。
○ 在宅福祉対策の緊急整備―ホームヘルパーの大
幅な増員（40,905人→46,405人、5,500人増）等
○ 施設の緊急整備―特別養護老人ホームの緊急整
備（182千床　→　192千床、10千床増）等

・　医療法に基づく都道府県の医療計画を基本としつ
つ、病院・病床等の適正配置を推進。

・　地域医療計画に係る病床規制の実施。

⑵　国立病院・療養所
・　施設の再編成・合理化を実施するとともに、引き
続き、経営の改善に努力。

・　病棟集約による定員の合理化減を実施。
・　施設の再編成を実施。
柏・松戸　　→　がんセンター東病院（仮称）
田辺・白浜　→　和歌山中央病院（仮称）

⑶　政府管掌健康保険・雇用保険の負担の適正化
・　保険料負担、国庫負担の適正化を図るよう検討。 ・　政管健保の財政運営が毎年多額の黒字が発生する

等安定基調で推移していること及び積立金が相当規
模に達していることを契機として、「事業運営安定
資金」を創設し、中期的な財政運営の安定化を図り、
その安定が確保される範囲内で、保険料率及び国庫
補助率について調整を行う。
 3 年度 4 年度 影響額
保険料率 84‰　→ 82‰ △ 1,240億円
   （満年度ベース）
国庫補助率 16.4％　→ 13％ △ 1,310億円

　但し、老人保健拠出金については、16.4％の
ままとする。

・　最近の雇用保険の失業給付に係る収支状況等に鑑
みて、保険料率及び国庫負担率の調整を行うほか失
業給付の改善措置を講ずる。
    　影響額
保険料率    △4,500億円（平年度）
　 4年度 14.5‰ → 12.5‰ △3,000億円
　 5年度以降   11.5‰ △1,500億円
国庫負担率    △ 600億円（平年度）
　 4年度 25％ → 22.5％ △ 300億円
　 5年度以降   20％ △ 300億円

⑷　生活保護
・　生活保護の一層の適正化 ・　不正受給ケースの重点調査指導、医療扶助の適正

化など引き続き適正化に努力。

⑸　恩給
・　臨時行政調査会、臨時行政改革推進審議会の答申
等を踏まえ、年金制度改革とのバランスを考慮した
見直しを引き続き推進。また、新規の個別改善は行
わない。

・　公務員給与改善率、消費者物価上昇率等諸般の事
情を総合勘案して恩給年額を引き上げる（3.84％）
とともに各種加算を引上げ。



報告指摘事項 措置状況
2．文教・科学振興
⑴　教育予算編成上の基本的考え方
・　行財政改革の基本方針を踏まえつつ、初等中等教
育と高等教育との間での財源配分の見直しを進め、
既存施策の合理化、効率化とともに資金の重点配分
を図ることが重要。

・　初等中等教育の分野では、義務教育費国庫負担金
のうち共済費追加費用等について 4年度以降 3年間
で段階的に一般財源化を図るとともに、公立学校施
設の整備について十分な事業量を確保するため、小
中学校大規模改造事業の補助対象の重点化を行う一
方新たな地方財政措置の導入を含む所要の対策を講
じることとするなど、初等中等教育に対する地方の
役割を拡大する方向で見直しを図ったところ。
・　一方、高等教育の分野では、国立大学・大学院を
中心とする高等教育・学術研究の改善・充実を重点
的に推進することとし、
ⅰ　科学研究費補助金の増額
ⅱ　大学院博士課程学生に対する日本育英会奨励金
の貸与月額の引上げ
ⅲ　日本学術振興会特別研究員研究奨励金の引上げ
ⅳ　国立大学の教育研究環境特別重点整備事業
（200億円）、高度化推進特別経費（41億円）の創
設
等の措置を講ずることとしている。

⑵　義務教育費国庫負担制度
・　教育予算の重点的、効率的配分及び国と地方の機
能分担、費用負担の在り方の観点から、制度の目的、
発足以来の経緯等をも踏まえ、引き続き、負担対象
等について見直しを行う必要。

・　共済費追加費用等について、平成 4年度以降 3年
間で段階的に一般財源化。（平年度△ 1,870億円、 4
年度△ 623億円）
 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度以降　　　
補助率 1 / 3  2 / 9  1 / 9  ―（一般財源化）

・　事務職員、栄養職員に対する国庫負担については、
引き続き検討することとし、国庫負担を継続。

・　教職員定数については、これ以上量的な改善を積
み重ねるのではなく、むしろ学級編成の基準を弾力
化し、生徒の個性や地域の実情に即したきめ細かな
教育ができるような体制にする方向で検討。

・　 4年度においては、新たな定数改善計画の策定は
行わず、外国人子女への日本語指導等政策的に緊要
な教職員配置の充実（1,054人）を図る。

⑶　私学助成
・　引き続き総額抑制を図るとともに、その重点的・
効率的配分等内容の見直しを推進。

・　私立大学等経常費補助金及び私立高等学校経常費
助成費補助金については、国の財政事情、私学の果
たしている役割等を総合的に勘案しつつ、極力総額
の抑制を図る。
 3 年度 4 年度
私立大学等経常費補助金
 2,559.5億円 → 2,601.5億円
私立高等学校等経常費
助成費補助金 799億円 → 823億円

・　私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助
金、私立大学研究設備整備費等補助金については、特
色ある教育・研究プロジェクトについての助成を図る。
 3 年度 4 年度
私立大学・大学院等教員研
究装置施設整備費補助金 81.5億円 → 84.5億円
私立大学研究設備整備費等
補助金 20.5億円 → 23.5億円
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報告指摘事項 措置状況
⑷　義務教育教科書無償給与制度
・　有償化について引き続き検討。 ・　教科書有償化問題について引き続き検討すること

とし、 4年度予算では無償措置を継続。
 3 年度 4 年度
義務教育教科書購入費 433億円 → 438億円

⑸　国立学校特別会計
・　施設・設備の老朽化・狭隘化が特に著しくかつ教
育研究に優れた実績をあげている大学について施設
等の整備、改善を重点的・計画的に進めるとともに、
大学院に重点を置いた教育研究体制の高度化を推進。

・　施設・設備の老朽化・狭隘化が特に著しくかつ教
育研究に優れた実績をあげている大学について施設
等の整備、改善を重点的・計画的に進めるため、特
別施設整備資金（仮称）を設置するとともに、特別
施設整備事業を推進。
 　また、大学院に重点を置いた教育研究体制の高度
化を推進。

・　国立大学の授業料は、国立大学と私立大学との格
差の現状、及び、とりわけ本年度においては、高等
教育の改善等のため、特別会計における自己財源確
保の必要性をも考慮し、適正化を推進。

・　国立大学の授業料について、私立大学との格差の
現状及び高等教育の改善等のため、特別会計におけ
る自己財源確保の必要性をも考慮して引上げ。
 3 年度 4 年度
国立大学授業料 年額 375,600円 → 411,600円
（昼間部の場合） （月額 31,300円 → 34,300円）
 （平成 5年 4月入学者から）

・　学部別授業料の導入についても検討を推進。 ・　学部別授業料の導入については、引き続き検討。

⑹　科学技術
・　各種施策の優先順位を充分考慮し、その徹底した
見直しを行いつつ、重点的・効果的な資金配分を行
うことが必要。

・　創造科学技術推進事業、ヒューマン・フロンティ
ア・サイエンス・プログラム等基礎的・創造的研究
に重点的な資金配分を行う一方、既定プロジェクト
について緊要度に応じて進度調整を行う等効果的な
科学技術施策の推進に配意。

3．防衛
・　現下の厳しい財政状況はもとより、中期防の策定
後、国際関係安定化に向け更に大きく変化している
国際情勢の流れを十分に見据え、他の歳出項目との
調和に一層留意するとともに正面と後方とのバラン
スに配意しつつ、経費の合理化・効率化に努め、そ
の一層の抑制を図るべき。

・　人件・糧食費等の増加要因はあるものの、全体規模
の圧縮に努力し、昭和35年度以来の低い伸びに抑制。
 3 年度 4 年度
防衛関係費 43,860億円 → 45,518億円
 5.45％  → 3.8％
　（対ＧＮＰ比） 0.954％  → 0.941％

・　装備品の調達等に係る後年度負担については、防
衛力の維持・整備には配慮しつつも、思い切った重
点化・効率化に努めることにより、正面を中心にそ
の規模の抑制を図ることが極めて重要。

・　正面については、約 1千億円の削減が行われた 3
年度修正後の水準からさらに削減する等、後年度負
担の規模の抑制に努力。
後年度負担 3 年度 4 年度
 28,621億円（29,612億円） → 28,431億円
 △ 2.2％　 （1.2％） → △ 0.7％
   ＜△ 4.0％＞
　うち正面（新規）
 △16.2％（△ 6.8％） → △ 3.7％
   ＜△13.5％＞
※ （　）内は、 3 年度予算修正前の計数。＜　＞内
は、対 3年度予算修正前比。



報告指摘事項 措置状況
4．公共事業
・　概算要求基準においては、生活関連重点化枠の設
定及び公共投資充実臨時特別措置が講じられたとこ
ろであり、これに沿って予算編成を行うことが適切。

・　公共事業関係費については、生活関連重点化枠
（1,750億円）、公共投資充実臨時特別措置（1,763億
円）を通じてその拡充を図り、一般歳出ベースで
5.3％の伸びを確保。
公共事業関係費 3 年度 4 年度
　　一般歳出 65,897億円 → 69,409億円
   （5.3％増）
　　ＮＴＴ及び 12,300億円 → 12,300億円
　　旧ＮＴＴ
　　合　　計 78,197億円 → 81,709億円
   （4.5％増）

・　ＮＴＴ活用事業については、厳しい財政事情では
あるが、社会資本整備の重要性に鑑み、その事業を
実質的に確保するよう努める必要。

・　ＮＴＴ活用事業については、Ｂタイプ事業について
原則として建設公債をもって手当てした一般財源を
充当することにより、 3年度と同額を確保。
Ａタイプ（収益回収型） 1,107億円 過去の株式売
   却収入の活用
Ｂタイプ（補助金型） 11,193億円
  359億円 過去の株式売
 うち  却収入の活用
  10,834億円 一般財源充当

・　公共事業の配分に当たっては、経済社会の動向、
社会資本の整備状況等を踏まえ、今後とも中長期的
視点から重点的・効率的な配分に配意して対応して
いくべきであり、特に国民生活の質の向上に重点を
置いた分野にできる限り配慮していく必要。

・　公共事業の配分に当たっては、生活関連重点化枠な
どを通じ、環境衛生・住宅・下水道・公園等国民生
活の質の向上に重点を置いた分野にできる限り配慮。
対前年度伸率（一般歳出ベース）
　　環 境 衛 生 6.6％ （7.0％）
　　住　　　宅 5.5％ （5.1％）
　　下　水　道 6.2％ （5.0％）
　　公　園　等 7.5％ （6.9％）
（参考）
　　一般公共計 5.4％ （4.7％）
　　※（　）内はNTT・B及び旧NTT・Bを含む。

5．政府開発援助
・　第 4次中期目標を踏まえつつ、他の経費とのバラ
ンスにも十分配意するとともに、効果的・効率的な
援助とするため、適切な評価やその内容の一層の改
善に努めるべき。

・　厳しい財政事情、第 4次中期目標、他の経費との
バランス等を総合勘案し、政府開発援助予算につい
て 7.8％増を確保。
 3 年度 4 年度
一般会計ＯＤＡ予算 8,831億円 → 9,522億円
 8.0％   7.8％
・　効果的・効率的な援助の促進のため、
○評価のための予算の拡充と評価体制の整備
プロジェクト形成調査（ＪＩＣＡ） 4 件増
無償資金協力のフォローアップ（ＪＩＣＡ） 2 件増
被援助国関係者の評価への参加 3 ケ国増
詳細評価調査ミッション 2 名増
○援助実施体制の強化
外務省の経済協力担当 23名増
国際協力事業団（ＪＩＣＡ）の定員 34名増
援助人材育成振興費 8 億円
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6．中小企業対策
・　施策の優先順位の選択を厳しく行いつつ、資金の
重点的配分に努め、引き続き全体として総額の抑制
を図るべき。

 3 年度 4 年度
中小企業対策費 1,950億円 → 1,956億円
 0.3％   0.3％

・　今後の中小企業対策については、中小企業者の自
助努力を前提とした支援策を適切に講じていく。

・　中小企業の活性化の推進
 3 年度 4 年度
地域や伝統に育まれた技 ―  → 11億円
術等を活用した中小企業
創造的発展事業

物流効率化総合対策 3 億円 → 7 億円

魅力ある商店街・商業集 106億円 → 123億円
積づくり等商業対策

7．エネルギー対策
・　施策の優先順位を厳しく見直す等により特別会計
歳出を極力圧縮し、もって一般会計から特別会計へ
の繰入れを抑制するよう努力することが必要。

一般会計から石特会計への繰入れ
 3 年度   4 年度
   （要求）  （決定）
 4,320億円 → 4,970億円 → 4,720億円

8．農業
⑴　農業関係予算の合理化・重点化
・　農村地域の持つ多面的役割にも配慮しつつ、生産
性の向上、担い手の育成等に重点を置き、資金の効
率的、重点的配分に努めていく必要。

・　食糧管理費をはじめとする各般の経費について節
減合理化を図りつつ、緊要な施策について予算の効
率的・重点的配分。

（参考）
○ 農村地域の活性化に資するため、集落排水等の農
村整備事業に重点配分。
 3 年度 4 年度
農業農村整備事業 10,691億円 → 11,094億円
   （3.8％増）
　うち農村整備事業 3,062億円 → 3,436億円
   （12.2％増）
　　うち集落排水 622億円 → 839億円
   （35.0％増）
○農業改良資金の充実と補助対象機械の見直し。
＊貸付対象の拡大。（主なもの）
　担い手の育成確保 →　 農外からの新規参入青

年
　経営規模の拡大 →　 経営規模拡大に伴い必

要となる初度的経費
＊ 「補助から融資へ」という考え方の下に、補助
対象（機械）を縮減。

⑵　食糧管理制度  3 年度 4 年度
食糧管理費 3,732億円 → 3,421億円
   （8.3％減）

①　生産者及び消費者米麦価
・　今後の米麦価の決定を通じ、内外価格差の縮小
を図るとともに、政府管理経費の縮減と合わせて、
米麦についてのコスト逆ざやの縮小を更に進めて
いく必要。

・　政府管理経費の縮減。
 3 年度 4 年度
食糧事務所定員 12,226人 → 11,726人
 △ 500人



報告指摘事項 措置状況
（参考）米麦価の推移〔前年比：％〕

 （米　価） （麦　価）
 生産者 消費者 生産者 消費者
62 △5.95 △2.5 △4.9 △6.2
63 △4.6 △1.5 △4.6 △8.0
元 　― 　― △3.5 △4.6
2  △1.5 △1.0 △3.9 △5.1
3  △0.65 △0.44 △1.23 △3.5

・　特に、生産者米価に関しては、価格による需給
調整機能の強化を図るとともに、生産性の高い稲
作の担い手層に焦点を置き、稲作の生産性の向上
とコスト低減を反映していくべき。

・　生産者米価算定方式について、我が国水田農業の
今後の在り方等を踏まえ、平成 4年産米の政府買入
価格の決定までにその取扱いを検討。

②　自主流通米助成
・　自主流通米に係る助成については、制度発足当
時の事情が大きく変化していることを踏まえ、不
断の見直しを行っていくことが肝要であり、特に
その大宗をなす自主流通対策費を中心に見直しを
行っていく必要。

・　 4年産米に係る自主流通対策費の取扱いについて
は、政府米と自主流通米のバランスのとれた集荷へ
の誘導、価格形成の場の充実等の観点を踏まえ、予
算の実行までの間に引き続きその改善について検討。

③　学校給食用米穀売却値引き
・　学校給食用米穀の値引きについては、既に大半
の学校で米飯給食が実施されている状況、消費拡
大の必要性、給食の費用については基本的には受
益者負担とするのが適当であること等を踏まえ、
財政資金の効率的使用の観点から、見直しを行っ
ていく必要。

・　値引き率等の見直し。
 3 年度 4 年度
新規実施校 60％ →  60％
週2.5回以上 55％ → 週 3 回以上 50％
その他 50％ →  45％

9 ．国鉄改革等
⑴　清算事業団の長期債務等の処理
・　平成 4年度に発生する金利等については、土地売
却収入、鉄道整備基金からの収入及び補助金収入等
で賄うよう努め、さらにＪＲ株式の売却を進めその売
却収入により債務元本を減少させるとの基本的考え
方に立って、債務償還の基盤を確立することが必要。

①　平成 4年度においては、金利が金利を生む形での
累増傾向を断ち切り、債務元本を減少させるとの基
本的考え方に立って、債務償還の基盤を確立するた
め、平成 4年度に発生する金利等（1.4兆円）につい
ては、鉄道整備基金からの収入（1,187億円）及び補
助金等（1,323億円）に加えて、随意契約の条件の緩
和及び一般競争入札の活用等の制度改正を踏まえた
土地売却収入（11,700億円）により基本的に賄うこ
ととし、更に、ＪＲ株式の売却を進めることとしてい
る。
②　土地処分については、一般競争入札による処分に
関し、 3年11月に導入された上限価格付入札制度を
実施するとともに、随意契約、土地信託方式、建物
付土地売却方式及び不動産変換ローン方式による処
分を促進し、土地売却収入 1 兆1,700億円（ 3 年度 
1.5兆円）を確保する。  
　また、上限価格付入札の実績等を踏まえ、地価対
策に配慮しつつ、入札の拡大等の検討を行う。
③　ＪＲ株式については、国鉄改革の趣旨に沿って平成
4年度には処分を開始する方向で引き続き検討、準
備を進める。平成 4年度予算においては、前年度と
同様、ＪＲ株式売却収入として1,504億円（売却株式
数 200万株、売却価格75,178円〔ＪＲ3 社の 1 株当た
り純資産額の平均〕）を計上している。
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④　平成 4年度の清算事業団補助金については、過去
債務の発生利子の一定割合を補助することとし、
924億円を確保している。

⑵　整備新幹線問題
・　平成 4年度整備新幹線の予算については、その基
本的枠組みを堅持し、その枠内で処理することが必
要。

（参考）基本的枠組み
イ．着工優先順位の決定
ロ ．規格の見直し等による建設費の大幅な圧縮
（収支採算性）（ 5 線、53,200億円→ 3 線、
16,500億円）

ハ ．ＪＲ、国及び地域の負担率（50:35:15）の決
定

ニ ．運輸公共枠の原則（国の財源については、
運輸省所管の公共事業に配分されるべき予算
の一部を充てる。）

ホ ．着工の前提条件（新たな区間等に引き続き
着工する場合には、当該区間の並行在来線の
取扱い、建設費、収支採算性等に関し、具体
的な結論を得たのちこれを行うものとする。）

①　整備新幹線については、昭和63年 8 月、平成元年
1月及び平成 2年12月の政府・与党申合せにおいて、
国鉄改革、行財政改革の趣旨を踏まえ第 2の国鉄を
つくることのないよう収支採算性、財源、規格及び
並行在来線の問題等について基本的枠組みが決定さ
れており、平成 4年度予算においても、基本的枠組
みに基づいて適切に対処している。
②　 4年度においては、
ⅰ．既に着工している北陸新幹線（高崎・長野間）、
東北新幹線（盛岡・青森間）及び九州新幹線（八
代・西鹿児島間）について、建設費 946億円（ 3
年度 606億円）を計上している。
ⅱ．北陸新幹線（高岡・金沢間）については、並行
在来線問題の調整が遅れ、現在鉄建公団が新ルー
トについて調査中であるため、 3年度と同様の考
え方から整備新幹線着工調整費40億円を計上し、
所要の手続を経た後その建設に着工することとす
る。
ⅲ．新幹線の建設を急ぐ自治体の要望に配慮し、町
づくりと一体となった鉄道駅緊急整備事業費90億
円を計上している。
ⅳ．この結果、総事業費は1,076億円となるが、その
財源として、公共事業関係費 166億円（旧NTT-
Ｂ）を計上している。

10．電気通信
・　新たな電波行政関係経費の財源については、電波
を利用する免許人に、税制との調整を図りつつ、受
益者負担の考え方に立って、応分の負担を求めてい
くことを検討する必要。

・　平成 5年度より電波利用料（仮称）制度を導入す
ることとし、平成 4年度予算において、制度導入の
準備のための経費を計上。  
　電波利用料は、免許人の円滑な電波利用を確保す
るため、
ⅰ．コンピューターを活用した総合的電波管理シス
テムの整備
ⅱ．電波監視施設等の整備
 を行う電波行政事務に要する経費に充てるものであ
り、電波を利用する免許人から徴収することとし、
そのための法律案については、次期通常国会に提出
される予定。

11．地方財政
・　臨時行政改革推進審議会の答申等を踏まえ、地方
財政計画の歳出の増加を抑制することが重要。

・　 4年度の地方財政の規模は、臨時行政改革推進審
議会の答申の趣旨に従い、極力歳出の抑制に努めた
ところ。
　　　歳出総額 約74兆 3,700億円程度（4.9％増）



報告指摘事項 措置状況
・　平成 4年度において、過去 3年間に引き続き大幅
な財源余剰となれば、今後地方交付税法第 6条の 3
第 2 項の適用が検討課題。いずれにせよ、国と地方
の財源調整について、国と地方の財源状況を踏まえ、
適切な措置を講じることが必要。

・　 4年度の地方財政収支見通しは、元年度、 2年度、
3年度に引き続き大幅な財源余剰となり、地方交付
税法第 6条の 3 第 2 項に該当する事態であるが、 4
年度においては、中期的な国と地方の財政状況の見
通しが極めて不透明であったため、同項の適用は今
後の検討課題とし、同法附則第 3条に基づく地方交
付税の年度間調整としての特例措置（8,500億円の減
額）等を講じた。

12．補助金等
・　補助金等の整理合理化に当たっては、国と地方の
関係等に関する臨時行政改革推進審議会の答申等に
おいて示された具体的な改革方策に基づき、今後と
も一層の見直しを行っていくことが必要。

・　補助事業の廃止・縮小、零細補助金等の整理、一
般財源化等の整理合理化を推進し、補助金等の総額
を抑制。
（一般財源化した補助金等）
国民健康保険事務費負担金 780億円
国民健康保険助産費補助金 87億円
義務教育費国庫負担金等 623億円

13．人件費の抑制
・　第 8次定員削減計画を着実に実施、新規増員の厳
しい抑制により、引き続き定員を純減。

・　第 8次定員削減計画に基づき定員削減を着実に実
施するとともに、真に必要とされる新規行政需要につ
いても、極力振替によって対処し増員を厳に抑制す
ることにより、引き続き国家公務員数の縮減を図る。
 3 年度 4 年度
国家公務員定員（純減） △2,499人 → △1,372人

（出所 ）「『歳出の節減合理化の方策に関する報告』の平成 4 年度予算における主な措置状況　
平成 4年 1月24日　大蔵省主計局」財政制度審議会総会（第 5回）　平成 4年 1月24日配
付資料⑶（財政制度審議会「平成 3年度　財政制度審議会資料集　総会編」121-130ペー
ジ）｡
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省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

合
計

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

1
．
治
山
・
治
水

13
4,6
91
10
.4

13
,93
4
1.1

49
,57
2
3.8

19
8,1
97
15
.4

0
0.0

19
1,6
66
14
.9

0
0.0

28
,21
0
2.2

87
2,4
69
67
.6
1,2
90
,54
2
10
0.0

治
水

11
4,8
50
11
.4

10
,93
0
1.1

38
,49
8
3.8

16
4,2
78
16
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

84
5,5
45
83
.7
1,0
09
,82
3
10
0.0

治
山

14
,68
4
7.7

40
6
0.2

1,9
55

1.0
17
,04
5
9.0

0
0.0

17
2,8
90
91
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

18
9,9
35
10
0.0

海
岸

5,1
57

5.7
2,5
98

2.9
9,1
19
10
.0

16
,87
4
18
.6

0
0.0

18
,77
6
20
.7

0
0.0

28
,21
0
31
.1

26
,92
4
29
.7

90
,78
4
10
0.0

2
．
道
路
整
備

26
3,6
32
12
.4

80
,56
0
3.8

29
,13
3
1.4

37
3,3
25
17
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,7
55
,98
7
82
.5
2,1
29
,31
2
10
0.0

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

10
0,9
90
17
.1

35
,91
5
6.1

78
,15
6
13
.2
21
5,0
61
36
.4

0
0.0

93
,63
5
15
.8

0
0.0

28
2,6
73
47
.8

0
0.0

59
1,3
69
10
0.0

港
湾

52
,21
1
17
.1

26
,16
4
8.6

31
,08
8
10
.2
10
9,4
63
35
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

19
5,8
41
64
.1

0
0.0

30
5,3
04
10
0.0

漁
港

39
,28
1
21
.1

8,1
37

4.4
44
,99
6
24
.2

92
,41
4
49
.7

0
0.0

93
,63
5
50
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

18
6,0
49
10
0.0

空
港

9,4
98

9.5
1,6
14

1.6
2,0
72

2.1
13
,18
4
13
.2

0
0.0

0
0.0

0
0.0

86
,83
2
86
.8

0
0.0

10
0,0
16
10
0.0

4
．
住
宅
対
策

25
,11
4
3.0

10
,19
4
1.2

0
0.0

35
,30
8
4.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

78
9,5
64
95
.7
82
4,8
72
10
0.0

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

52
,62
4
4.5

34
,43
6
3.0

23
,26
3
2.0

11
0,3
23

9.5
17
9,2
80
15
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

87
1,7
84
75
.1
1,1
61
,38
7
10
0.0

下
水

道
46
,07
4
5.7

8,4
36

1.1
84
0
0.1

55
,35
0
6.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

74
7,4
36
93
.1
80
2,7
86
10
0.0

環
境
衛
生

42
0.0

16
,56
0
7.6

21
,63
3
9.9

38
,23
5
17
.6
17
9,2
80
82
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
7,5
15
10
0.0

公
園

等
6,5
08

4.6
9,4
40

6.7
79
0
0.6

16
,73
8
11
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

12
4,3
48
88
.1
14
1,0
86
10
0.0

　
　
　
公
　
　
園

6,5
08

5.6
9,4
40

8.1
79
0
0.7

16
,73
8
14
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

10
0,2
09
85
.7
11
6,9
47
10
0.0

　
　
　
再
開
発
等

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

24
,13
9
10
0.0

24
,13
9
10
0.0

6
．
農
業
農
村
整
備

17
1,9
04
16
.9

29
,35
2
2.9

35
,82
2
3.5

23
7,0
78
23
.3

0
0.0

78
0,0
84
76
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,0
17
,16
2
10
0.0

7
．
林
道
、
工
業
用
水
等

17
,54
9
9.2

2,7
08

1.4
11
,70
8
6.1

31
,96
5
16
.7

0
0.0

13
8,8
37
72
.6

11
,94
6
6.2

8,5
60

4.5
0
0.0

19
1,3
08
10
0.0

造
林

5,0
77
11
.1

31
5
0.7

61
6
1.3

6,0
08
13
.2

0
0.0

39
,66
6
86
.8

0
0.0

0
0.0

0
0.0

45
,67
4
10
0.0

林
道

6,0
60

6.6
79
6
0.9

2,7
17

3.0
9,5
73
10
.5

0
0.0

81
,73
1
89
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

91
,30
4
10
0.0

工
業
用
水

0
0.0

74
2
4.0

5,7
51
31
.2

6,4
93
35
.2

0
0.0

0
0.0

11
,94
6
64
.8

0
0.0

0
0.0

18
,43
9
10
0.0

沿
岸
漁
場
整
備

6,3
75
25
.8

85
5
3.5

0
0.0

7,2
30
29
.3

0
0.0

17
,44
0
70
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0

24
,67
0
10
0.0

離
島
電
気
等

37
1.4

0
0.0

2,6
24
98
.6

2,6
61
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,6
61
10
0.0

　
　
　
電
　
　
気

0
0.0

0
0.0

20
10
0.0

20
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
10
0.0

　
　
　
簡
易
水
道

37
1.4

0
0.0

2,6
04
98
.6

2,6
41
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,6
41
10
0.0

鉄
道
防
火

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

8,5
60
10
0.0

0
0.0

8,5
60
10
0.0

新
幹

線
0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

8
．
調
整
費
等

16
4
1.4

65
0.6

11
,15
3
98
.0

11
,38
2
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

11
,38
2
10
0.0

一
般
公
共
計

76
6,6
68
10
.6
20
7,1
64

2.9
23
8,8
07

3.3
1,2
12
,63
9
16
.8
17
9,2
80

2.5
1,2
04
,22
2
16
.7

11
,94
6
0.2

31
9,4
43

4.4
4,2
89
,80
4
59
.4
7,2
17
,33
4
10
0.0

9
．
災
害
復
旧
等

29
3
0.5

0
0.0

0
0.0

29
3
0.5

0
0.0

17
,66
7
27
.1

0
0.0

80
2
1.2

46
,31
6
71
.2

65
,07
8
10
0.0

災
害
復
旧

29
2
0.7

0
0.0

0
0.0

29
2
0.7

0
0.0

12
,25
5
27
.8

0
0.0

79
9
1.8

30
,79
5
69
.8

44
,14
0
10
0.0

災
害
関
連

2
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.0

0
0.0

5,4
12
25
.8

0
0.0

3
0.0

15
,52
2
74
.1

20
,93
8
10
0.0

合
　
計

76
6,9
61
10
.5
20
7,1
64

2.8
23
8,8
07

3.3
1,2
12
,93
2
16
.7
17
9,2
80

2.5
1,2
21
,89
0
16
.8

11
,94
6
0.2

32
0,2
45

4.4
4,3
36
,12
0
59
.5
7,2
82
,41
2
10
0.0

（
注
）
各
計
数
は
、
四
捨
五
入
に
よ
っ
て
い
る
の
で
計
に
お
い
て
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。



②
平
成
4
年
度
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

区
分

北
海
道
開
発
庁

沖
縄
開
発
庁

国
土
庁

総
理
府
計

厚
生
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

建
設
省

合
計

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

1
．
治
山
・
治
水

15
1,7
29
10
.6

16
,35
6
1.1

56
,71
4
4.0

22
4,7
99
15
.7

0
0.0

21
1,8
98
14
.8

0
0.0

31
,17
1
2.2

96
1,5
62
67
.3
1,4
29
,43
0
10
0.0

治
水

12
9,7
45
11
.6

12
,87
4
1.1

44
,61
1
4.0

18
7,2
30
16
.7

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

93
2,5
96
83
.3
1,1
19
,82
6
10
0.0

治
山

16
,08
7
7.7

54
9
0.3

2,1
51

1.0
18
,78
7
9.0

0
0.0

19
0,9
98
91
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
9,7
85
10
0.0

海
岸

5,8
97

5.9
2,9
33

2.9
9,9
52
10
.0

18
,78
2
18
.8

0
0.0

20
,90
0
20
.9

0
0.0

31
,17
1
31
.2

28
,96
6
29
.0

99
,81
9
10
0.0

2
．
道
路
整
備

29
6,7
79
12
.4

89
,02
8
3.7

32
,57
8
1.4

41
8,3
85
17
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,9
77
,69
9
82
.5
2,3
96
,08
4
10
0.0

3
．
港
湾
・
漁
港
・
空
港

11
0,3
11
16
.8

41
,18
8
6.3

87
,62
3
13
.3
23
9,1
22
36
.4

0
0.0

10
1,5
91
15
.5

0
0.0

31
6,1
50
48
.1

0
0.0

65
6,8
63
10
0.0

港
湾

55
,53
0
16
.3

29
,58
1
8.7

34
,72
9
10
.2
11
9,8
40
35
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
9,8
19
64
.7

0
0.0

33
9,6
59
10
0.0

漁
港

44
,49
7
21
.6

9,3
61

4.5
50
,50
0
24
.5
10
4,3
58
50
.7

0
0.0

10
1,5
91
49
.3

0
0.0

0
0.0

0
0.0

20
5,9
49
10
0.0

空
港

10
,28
4
9.2

2,2
46

2.0
2,3
94

2.2
14
,92
4
13
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

96
,33
1
86
.6

0
0.0

11
1,2
55
10
0.0

4
．
住
宅
対
策

29
,79
7
3.2

8,9
01

1.0
0
0.0

38
,69
8
4.1

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

89
4,2
60
95
.9
93
2,9
58
10
0.0

5
．
下
水
道
・
環
境
衛
生
等

59
,69
0
4.4

41
,72
2
3.1

26
,33
4
2.0

12
7,7
46

9.5
20
8,6
40
15
.5

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,0
09
,08
1
75
.0
1,3
45
,46
7
10
0.0

下
水

道
51
,43
5
5.7

10
,26
0
1.1

1,3
20

0.1
63
,01
5
6.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

85
6,4
63
93
.1
91
9,4
78
10
0.0

環
境
衛
生

16
4
0.1

19
,74
1
7.8

24
,01
0
9.5

43
,91
5
17
.4
20
8,6
40
82
.6

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

25
2,5
55
10
0.0

公
園

等
8,0
91

4.7
11
,72
1
6.8

1,0
04

0.6
20
,81
6
12
.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

15
2,6
18
88
.0
17
3,4
34
10
0.0

　
　
　
公
　
　
園

8,0
91

6.1
11
,72
1
8.8

1,0
04

0.8
20
,81
6
15
.6

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

11
2,4
41
84
.4
13
3,2
57
10
0.0

　
　
　
再
開
発
等

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

40
,17
7
10
0.0

40
,17
7
10
0.0

6
．
農
業
農
村
整
備

17
3,7
17
15
.7

36
,33
2
3.3

40
,96
6
3.7

25
1,0
15
22
.6

0
0.0

85
8,8
89
77
.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0
1,1
09
,90
4
10
0.0

7
．
林
道
、
工
業
用
水
等

19
,65
9
9.0

2,3
24

1.1
10
,62
6
4.8

32
,60
9
14
.9

0
0.0

15
3,9
43
70
.2

15
,44
8
7.0

17
,16
3
7.8

0
0.0

21
9,1
63
10
0.0

造
林

5,5
98
11
.0

38
7
0.8

67
9
1.3

6,6
64
13
.1

0
0.0

44
,03
4
86
.9

0
0.0

0
0.0

0
0.0

50
,69
8
10
0.0

林
道

6,9
58

6.9
97
9
1.0

2,9
41

2.9
10
,87
8
10
.8

0
0.0

90
,26
9
89
.2

0
0.0

0
0.0

0
0.0

10
1,1
47
10
0.0

工
業
用
水

0
0.0

25
0.1

4,1
18
21
.0

4,1
43
21
.1

0
0.0

0
0.0

15
,44
8
78
.9

0
0.0

0
0.0

19
,59
1
10
0.0

沿
岸
漁
場
整
備

7,0
66
25
.6

93
3
3.4

0
0.0

7,9
99
28
.9

0
0.0

19
,64
0
71
.1

0
0.0

0
0.0

0
0.0

27
,63
9
10
0.0

離
島
電
気
等

37
1.3

0
0.0

2,8
88
98
.7

2,9
25
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,9
25
10
0.0

　
　
　
電
　
　
気

0
0.0

0
0.0

21
10
0.0

21
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

21
10
0.0

　
　
　
簡
易
水
道

37
1.3

0
0.0

2,8
67
98
.7

2,9
04
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2,9
04
10
0.0

鉄
道
防
火

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

55
6
10
0.0

0
0.0

55
6
10
0.0

新
幹

線
0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

16
,60
7
10
0.0

0
0.0

16
,60
7
10
0.0

8
．
調
整
費
等

16
9
1.3

67
0.5

12
,62
8
98
.2

12
,86
4
10
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

12
,86
4
10
0.0

一
般
公
共
計

84
1,8
51
10
.4
23
5,9
18

2.9
26
7,4
69

3.3
1,3
45
,23
8
16
.6
20
8,6
40

2.6
1,3
26
,32
1
16
.4

15
,44
8
0.2

36
4,4
84

4.5
4,8
42
,60
2
59
.8
8,1
02
,73
3
10
0.0

9
．
災
害
復
旧
等

26
0
0.4

0
0.0

0
0.0

26
0
0.4

0
0.0

18
,50
8
27
.1

0
0.0

83
9
1.2

48
,60
8
71
.3

68
,21
5
10
0.0

災
害
復
旧

25
9
0.6

0
0.0

0
0.0

25
9
0.6

0
0.0

12
,34
8
29
.0

0
0.0

76
0
1.8

29
,28
3
68
.7

42
,65
0
10
0.0

災
害
関
連

2
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.0

0
0.0

6,1
60
24
.1

0
0.0

79
0.3

19
,32
4
75
.6

25
,56
5
10
0.0

合
　
計

84
2,1
11
10
.3
23
5,9
18
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8-117　平成 4年度の税収決算額について

（単位：億円、％）

決算額 対補正後 対当初 対前年

補正後予算額
576,310

当初予算額
625,040

3 年度決算額
598,204

544,453
（▲5.5）
▲31,857

（▲12.9）
▲80,587

（▲9.0）
▲53,751

（注）決算額が 2年連続で減収となったのは、戦後初めて。

補正額　▲48,730

2 年度税収 3年度税収 4年度税収
601,059億円 598,204億円 544,453億円

▲2,855億円 ▲53,751億円

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）　平成 5 年 8 月11日配付資料⑵「最近の税収動向につ
いて」（財政制度審議会「平成 5年度　財政制度審議会資料集　総会編」54ページ）｡



8-118　一般会計税収の予算額と決算額、税収弾性値の推移
（単位：億円、％）

 区分
年度

予算額
決算額

対当初 対補正後
税収弾性値

当初 補正額 補正後 増減額 増減割合 増減額 増減割合

昭和31 8,267 530 8,797 9,502 1,235 14.9 705 8.0 2.06
32 9,469 424 9,893 10,499 1,030 10.9 606 6.1 1.56
33 10,259 80 10,339 10,318 59 0.6 ▲21 ▲0.2 0.13
34 11,212 573 11,785 12,134 922 8.2 349 3.0 1.24
35 13,366 1,879 15,245 16,183 2,817 21.1 938 6.2 1.71
36 16,649 1,546 18,195 20,176 3,527 21.2 1,981 10.9 1.45
37 20,421 1,363 21,784 21,959 1,538 7.5 175 0.8 1.59
38 23,053 2,068 25,121 25,302 2,249 9.8 181 0.7 1.07

（28,918） （▲125） （▲0.4） （▲775） （▲2.6）
39 29,043 650 29,693 29,497 454 1.6 ▲196 ▲0.7 1.15
40 32,877 ▲2,590 30,287 30,496 ▲2,381 ▲7.2 209 0.7 0.80

41 31,977 1,460 33,437 34,058 2,081 6.5 621 1.9 1.19
42 38,052 2,901 40,953 40,936 2,884 7.6 ▲17 ▲0.0 1.51
43 46,979 2,405 49,384 49,239 2,260 4.8 ▲145 ▲0.3 1.28
44 57,381 1,969 59,350 60,243 2,862 5.0 893 1.5 1.42
45 69,384 3,011 72,395 72,958 3,574 5.2 563 0.8 1.58
46 82,963 ▲4,757 78,206 79,272 ▲3,691 ▲4.4 1,066 1.4 1.35
47 88,485 2,820 91,305 97,701 9,216 10.4 6,396 7.0 1.38
48 110,786 15,080 125,866 133,655 22,869 20.6 7,789 6.2 1.93

（146,029） （8,409） （6.1） （▲7,711） （▲5.0）
49 137,620 16,120 153,740 150,359 12,739 9.3 ▲3,381 ▲2.2 0.92
50 173,400 ▲38,790 134,610 137,527 ▲35,873 ▲20.7 2,917 2.2 ▲0.34

51 155,190 ― 155,190 156,578 1,388 0.9 ＜同　 　左＞ 0.99
52 182,400 ▲11,060 171,340 173,329 ▲9,071 ▲5.0 1,989 1.2 1.13

（194,360） （191,360） （195,874） （1,514） （0.8） （4,514） （2.4）
53 214,500 ▲3,000 211,500 219,205 4,705 2.2 7,705 3.6 1.01
54 214,870 19,090 233,960 237,295 22,425 10.4 3,335 1.4 1.80
55 264,110 7,340 271,450 268,687 4,577 1.7 ▲2,763 ▲1.0 1.22
56 322,840 ▲4,524 318,316 289,521 ▲33,319 ▲10.3 ▲28,795 ▲9.0 0.54
57 366,240 ▲61,460 304,780 305,111 ▲61,129 ▲16.7 331 0.1 0.80
58 323,150 ▲4,130 319,020 323,583 433 0.1 4,563 1.4 1.28
59 345,960 2,390 348,350 349,084 3,124 0.9 734 0.2 1.07
60 385,500 ▲4,050 381,450 381,988 ▲3,512 ▲0.9 538 0.1 0.88

61 405,600 ▲11,200 394,400 418,768 13,168 3.2 24,368 6.2 2.00
62 411,940 18,930 430,870 467,979 56,039 13.6 37,109 8.6 3.27
63 450,900 30,160 481,060 508,265 57,365 12.7 27,205 5.7 2.08

平成元 510,100 32,170 542,270 549,218 39,118 7.7 6,948 1.3 1.50
2 580,040 11,270 591,310 601,059 21,019 3.6 9,749 1.6 1.12
3 617,720 ▲27,820 589,900 598,204 ▲19,516 ▲3.2 8,304 1.4 0.04
4 625,040 ▲48,730 576,310 544,453 ▲80,587 ▲12.9 ▲31,857 ▲5.5 ▲3.81
5 613,030 ▲1,460 611,570

（備考）39年度、49年度及び53年度の（　）書は、年度所属区分の改正による増収額を除外した場合のものである。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2 回）　平成 5 年 8 月11日配付資料⑵「最近の税収動向につ
いて」（財政制度審議会「平成 5年度　財政制度審議会資料集　総会編」56ページ）。
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8-119　平成 4年度決算概要
平成 5年 7月30日
大　　　蔵　　　省

（単位：億円、億円未満切捨）

〔歳入〕 〔歳出〕

税 収 ▲31,856 不 用 8,006

税外収入 8,441

公 債 金 　▲ 0

計 ▲23,415 計 8,006

合　計 ▲15,408（Ａ）

空港整備事業費等財源
特定財源増 　　　38（Ｂ）

歳入歳出の決算上の不
足額（Ａ－Ｂ） ▲15,447

不足額の処理
　 決算調整資金からの
組入れ（決算調整資
金へは国債整理基金
から繰入れ）

　15,447

（出所 ）財政制度審議会総会（第 2回）　平成　
5　年 8 月11日配付資料⑶「平成 6 年度
の財政事情」（財政制度審議会「平成 5
年度　財政制度審議会資料集　総会編」
57ページ）。
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